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世羅町ふるさと寄附金お礼品協力事業者募集要項 

 

１．目的 

世羅町（以下「本町」という。）は、ふるさと納税（ふるさと寄附金）制度による本町

への寄附の促進と本町の特産品等の広告宣伝に繋げるため、寄附者へのお礼品として贈

る特産品等を提供していただける町内のお礼品協力事業者を募集します。 

 

２．用語の定義 

この要項における用語の意義は、次のとおりです。 

（１）寄附者 

本町以外に在住で、本町に対してふるさと寄附金を寄附された方をいいます。 

（２）事業者 

町内に本社（本店）、支店、事業所（工場等を含む。）のいずれかを有する事業者

（法人、団体、個人）をいいます。ただし、この事業者が町内で生産・製造した原

材料等について、その後の加工や出荷を事業者自体で行うことが困難であるため、

加工や出荷を町外の事業者が行う場合は、町外の事業者もこれに該当するものとし

ます。 

（３）お礼品協力事業者 

     本町特産品等を提供している事業者のうち、本要項の規定に基づきお礼品協力

事業者に申し込みをされ、本町が登録した事業者をいいます。 

（４）特産品等 

町内で栽培、採取、加工、製造、販売、サービス提供が行われているものをい

います。 

（５）お礼品 

お礼品協力事業者が取り扱う特産品等のうち、寄附者へ贈るものをいいます。 

（６）取りまとめ事業者 

     本町が、寄附の申し出からお礼品の発送までの業務を委託した事業者をいいま

す。 

 

３．寄附からお礼品の配送までの流れ 

 

                ４ お礼品の配送 

 

１ 寄附・お礼品の選択          ３ 集荷 

                                                   （配送事業者が伺います。） 

２ お礼品の準備依頼 

 

                ５ お礼品の代金支払い 

※ １の後、本町から寄附者へ寄附金受領証明書及びお礼状を送付します。 

寄附者 

取りまとめ事業者 

配送事業者 

お礼品協力事業者 
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４．お礼品協力事業者の要件 

  次の要件をすべて満たしている地元事業者とします。ただし、要件を満たしていても、

本町及び取りまとめ事業者が協議のうえ適当でないと認めた場合は、お礼品協力事業者

に登録しない場合があります。また、登録後において、お礼品協力事業者の要件を満た

さなくなったと認める場合は、お礼品協力事業者の登録を取り消すことがあります。 

（１）各種法令、条例、規則に則った栽培、採取、加工、製造、販売、サービス提供を

行っていること 

（２）代表者または自社の役員等が、世羅町暴力団排除条例（平成 23 年条例第 11 号）

に規定する暴力団、暴力団員、暴力団員等に該当しないこと 

（３）町税に滞納がないこと 

 

５．募集するお礼品の要件 

次の要件を満たしているお礼品を募集します。ただし、要件を満たしていても、本町

及び取りまとめ事業者が協議のうえ適当でないと認めた場合は、採用しない場合があり

ます。また、採用後においてお礼品の要件を満たさなくなったと認める場合は、お礼品

の調達を中止することがあります。 

（１）本町の特産品等で、全国に向けて本町の魅力発信やイメージアップ、地域振興に

つながるもの 

（２）品質及び数量において安定した供給が見込め、本町からの依頼後、速やかに発送

ができるもの（生産量や収穫時期が限定されている等の理由により、期間限定ま

たは数量限定で供給可能なものも可とする。） 

（３）特産品等の情報開示が可能なもの 

 

６．募集するお礼品の価格 

寄附金額に応じて、別表の区分によりお礼品を募集します。お礼品の価格は、商品代

と荷造包装費、消費税・地方消費税を含みます。なお、配送料は含みません。 

また、お礼品の内容は、「単品」「詰合せ」などの形式を問いません。 

 

７．お礼品協力事業者におけるメリット 

（１）本町ホームページ及びふるさと納税ポータルサイトにて、お礼品、お礼品協力事

業者名を掲載しますので、全国の方へ広告宣伝することができます。 

（２）お礼品の発送の際に、お礼品協力事業者が取り扱う特産品等のパンフレット等の

販促物を同封することで、広告宣伝や新たな販路拡大を図ることが期待されます。 

 

８．お礼品協力事業者の募集期間・申し込み方法 

（１）随時、募集し受け付けます。 

（２）お礼品協力事業者に申し込みをされる場合は、「様式第１号 世羅町ふるさと寄附

金お礼品協力事業者申込書」「様式第２号 納税証明書」を提出してください。 

 （３）上記書類提出後、本町及び取りまとめ事業者において、申し込み内容や事業者活

動等を総合的に判断し、お礼品協力事業者に登録します。 
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（４）申込書類提出先・問い合わせ先 

 

 

     世羅町役場 財政課財務係 

〒722-1192 広島県世羅郡世羅町大字西上原 123 番地１ 

電 話：0847-22-1115（直通） 

ＦＡＸ：0847-22-2768 

E-mail：zaisei@town.sera.hiroshima.jp 

 

 

９．取りまとめ事業者との登録手続き 

（１）効率的な運営及び安心安全を考慮したお礼品の準備、顧客・配送等に係る情報の

適正管理、苦情対応等に万全を期すため、本町では寄附の申し出からお礼品の発

送までの業務を委託しています。 

（２）上記８により、お礼品協力事業者に申し込み後は、取りまとめ事業者とお礼品の

登録に関する手続きが必要となります。詳しくは、お礼品協力事業者への申し込

みの際に説明します。 

 

10．個人情報の取り扱いについて 

（１）お礼品協力事業者は、この事業による業務を遂行するための個人情報の取り扱い

については、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）及び関係

法令を遵守してください。 

（２）寄附者の個人情報は、ふるさと寄附金のお礼品の発送以外の目的には使用できま

せん。ただし、寄附者からお礼品協力事業者へ特産品等の購入を直接依頼された

場合に入手された個人情報は対象外です。 

 

11．登録されたお礼品に関する留意事項 

（１）登録されたお礼品を変更・辞退する場合、お礼品協力事業者は速やかに取りまと

め事業者へ連絡してください。 

（２）お礼品の発送遅延、販売中止、品質に関する事故等が発生した場合、お礼品協力

事業者は速やかに取りまとめ事業者へ報告してください。 

（３）お礼品の品質等に関して寄附者から苦情等があった場合、お礼品協力事業者は真

摯に対応し解決に努めてください。苦情等の内容及び顛末は、速やかに取りまと

め事業者へ報告してください。なお、品質等による保証や苦情対応について、本

町は一切の責任を負いません。 
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別表  

区分 お礼品の価格(税込み) 寄附金額 

１ 1,400 円以内  7,000 円  

2 1,600 円以内  8,000 円  

3 1,800 円以内  9,000 円  

4 2,000 円以内  10,000 円  

5 2,200 円以内  11,000 円  

6 2,400 円以内  12,000 円  

7 2,600 円以内  13,000 円  

8 2,800 円以内  14,000 円  

9 3,000 円以内  15,000 円  

10 3,200 円以内  16,000 円  

11 3,400 円以内  17,000 円  

12 3,600 円以内  18,000 円  

13 3,800 円以内  19,000 円  

14 4,000 円以内  20,000 円  

15 4,200 円以内  21,000 円  

16 4,400 円以内  22,000 円  

17 4,600 円以内  23,000 円  

18 4,800 円以内  24,000 円  

19 5,000 円以内  25,000 円  

20 5,200 円以内  26,000 円  

21 5,400 円以内  27,000 円  

22 5,600 円以内  28,000 円  

23 5,800 円以内  29,000 円  

24 6,000 円以内  30,000 円  

25 6,200 円以内  31,000 円  

26 6,400 円以内  32,000 円  

27 6,600 円以内  33,000 円  

28 6,800 円以内  34,000 円  

29 7,000 円以内  35,000 円  

30 7,200 円以内  36,000 円  

31 7,400 円以内  37,000 円  

32 7,600 円以内  38,000 円  

33 7,800 円以内  39,000 円  

34 8,000 円以内  40,000 円  

35 8,200 円以内  41,000 円  

36 8,400 円以内  42,000 円  

37 8,600 円以内  43,000 円  
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38 8,800 円以内  44,000 円  

39 9,000 円以内  45,000 円  

40 9,200 円以内  46,000 円  

41 9,400 円以内  47,000 円  

42 9,600 円以内  48,000 円  

43 9,800 円以内  49,000 円  

44 10,000 円以内  50,000 円  

45 10,200 円以内    51,000 円  

46 10,400 円以内  52,000 円  

47 10,600 円以内  53,000 円  

48 10,800 円以内  54,000 円  

49 11,000 円以内  55,000 円  

50 11,200 円以内  56,000 円  

51 11,400 円以内  57,000 円  

52 11,600 円以内  58,000 円  

53 11,800 円以内  59,000 円  

54 12,000 円以内 60,000 円 

55 12,200 円以内 61,000 円 

56 12,400 円以内 62,000 円 

57 12,600 円以内 63,000 円 

58 12,800 円以内 64,000 円 

59 13,000 円以内 65,000 円 

60 13,200 円以内 66,000 円 

61 13,400 円以内 67,000 円 

62 13,600 円以内 68,000 円 

63 13,800 円以内 69,000 円 

64 14,000 円以内  70,000 円  

65 14,200 円以内  71,000 円  

66 14,400 円以内  72,000 円  

67 14,600 円以内  73,000 円  

68 14,800 円以内  74,000 円  

69 15,000 円以内  75,000 円  

70 15,200 円以内  76,000 円  

71 15,400 円以内  77,000 円  

72 15,600 円以内  78,000 円  

73 15,800 円以内  79,000 円  

74 16,000 円以内 80,000 円 

75 16,200 円以内 81,000 円 

76 16,400 円以内 82,000 円 
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※配送料は町が負担します。 

77 16,600 円以内 83,000 円 

78 16,800 円以内 84,000 円 

79 17,000 円以内 85,000 円 

80 17,200 円以内 86,000 円 

81 17,400 円以内 87,000 円 

82 17,600 円以内 88,000 円 

83 17,800 円以内 89,000 円 

84 18,000 円以内 90,000 円 

85 18,200 円以内 91,000 円 

86 18,400 円以内 92,000 円 

87 18,600 円以内 93,000 円 

88 18,800 円以内 94,000 円 

89 19,000 円以内 95,000 円 

90 19,200 円以内 96,000 円 

91 19,400 円以内 97,000 円 

92 19,600 円以内 98,000 円 

93 19,800 円以内 99,000 円 

94 20,000 円以内  100,000 円  

95 22,000 円以内 110,000 円 

96 24,000 円以内 120,000 円 

97 26,000 円以内 130,000 円 

98 28,000 円以内 140,000 円 

99 30,000 円以内  150,000 円  

100 60,000 円以内  300,000 円  

101 100,000 円以内  500,000 円  

102 150,000 円以内  750,000 円  

103 200,000 円以内  1,000,000 円  

104 220,000 円以内  1,100,000 円  

 

※別表に記載のない 20,000 円以上のお礼品の価格（税込み）については、200 円ご

とに区切り、お礼品の価格（税込み）が寄附金額の 20％以内となるように算出してく

ださい。 


